
『
日
本
霊
異
記
』
上
巻
序
文
と
「
日
本
紀
」
言
説

井

熊

勇

介

〔
抄

録
〕

『
日
本
霊
異
記
』
の
上
巻
序
文
に
注
目
し
、
他
の
史
料
と
の
比
較
を
通
し

て
、
８
世
紀
〜
９
世
紀
に
作
ら
れ
た
氏
文
の
動
向
、
か
つ
氏
文
の
生
成
母
胎

と
な
っ
た
「
日
本
紀
」
言
説
の
空
間
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
り
、『
日
本
霊

異
記
』
が
「
日
本
紀
」
言
説
の
空
間
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ

の
結
果
、
構
築
さ
れ
た
世
界
を
考
察
す
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

日
本
霊
異
記
、
日
本
紀
、
氏
文
、
深
智
の

は
じ
め
に

『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』（
以
下
、『
霊
異
記
』
と
略
す
）
は
本
邦
初
の
仏

教
説
話
集
と
い
う
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
『
霊
異
記
』
は
説
話

が
天
皇
順
に
構
成
さ
れ
て
い
る
点
等
、
全
体
の
編
纂
意
図
や
個
々
の
説
話
に
歴
史

意
識
が
読
み
と
れ
る
と
い
う
指
摘
が
古
く
か
ら
あ
り１

）

、
個
々
の
説
話
に
つ
い
て
六

国
史
と
の
関
連
性
も
考
察
さ
れ
て
い
る２

）

。

一
方
、『
霊
異
記
』
が
撰
述
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
８
世
紀
〜
９
世
紀
に
か
け

て
、
氏
文
と
い
う
テ
キ
ス
ト
が
多
様
に
作
ら
れ
、
主
に
神
祇
祭
祀
を
担
う
氏
族
の

立
場
か
ら
『
古
語
拾
遺
』『
高
橋
氏
文
』
等
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。
当
初
、
氏
文

研
究
は
記
紀
に
も
れ
た
独
自
の
氏
族
伝
承
を
含
む
と
い
う
評
価
が
な
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
そ
の
後
、
逆
に
記
紀
の
変
容
・
受
容
と
し
て
の
営
み
の
結
果
と
い
う
視

点
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
神
野
志
隆
光
氏
は
、「
こ
れ
ら
氏
文
の
生
成

の
場
と
し
て
、「『
日
本
書
紀
』
を
と
り
つ
つ
む
よ
う
に
し
て
、
生
成
し
続
け
る
テ

キ
ス
ト
が
、
い
わ
ば
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
な
し
て
い
る
。「
日
本
紀
」
と
呼
ば
れ
る

の
は
そ
う
し
た
言
説
の
広
が
り

日
本
紀
言
説
の
空
間

で
あ
っ
た
。」
と
し
て

「
日
本
紀
言
説
の
空
間
」
と
い
う
視
点
で
氏
文
を
捉
え
て
い
る３

）

。

し
か
し
、
新
た
な
テ
キ
ス
ト
が
生
成
す
る
た
め
に
は
、
テ
キ
ス
ト
が
自
己
展
開

す
る
の
で
は
な
く
、
テ
キ
ス
ト
を
生
成
す
る
担
い
手
が
必
要
で
あ
り
、
担
い
手
自

身
も
し
く
は
所
属
す
る
集
団
の
思
考
性
が
大
き
く
関
与
す
る
は
ず
で
あ
る
。
も
っ
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と
も
、『
古
語
拾
遺
』『
高
橋
氏
文
』
等
の
氏
文
が
、
他
の
氏
族
へ
の
対
抗
意
識
の

上
で
、
自
族
の
権
利
拡
大
を
求
め
て
制
作
さ
れ
た
と
い
う
点
は
確
か
に
あ
る
。
し

か
し
、
問
題
は
そ
の
よ
う
な
政
治
的
側
面
に
だ
け
解
消
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
こ

で
重
要
な
の
は
、『
古
語
拾
遺
』『
高
橋
氏
文
』
ど
ち
ら
も
祭
祀
に
関
わ
り
あ
る
テ

キ
ス
ト
で
あ
る
点
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
祭
祀
に
向
き
合
う
者
は
、
意
識
せ
ず
と
も
神

を
祭
る
実
践
の
場
に
降
り
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
中
で
、
祭
祀
実
践
者
を
含
め
た

担
い
手
か
ら
の
『
日
本
書
紀
』
へ
の
問
い
か
け
が
「
日
本
紀
言
説
の
空
間
」
に
は

滞
空
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

担
い
手
の
問
題
を
重
要
視
す
る
斎
藤
英
喜
氏
は
、『
古
語
拾
遺
』
が
祭
祀
実
践

の
現
場
か
ら
生
成
し
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
事
を
明
ら
か
に
し
、
か
つ
『
先
代
旧
事

本
紀
』
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、『
先
代
旧
事
本
紀
』
が
『
日
本
書
紀
』
講
読

の
場
で
あ
る
日
本
紀
講
、
そ
の
参
加
者
で
あ
る
儒
者
の
知
の
レ
ベ
ル
に
対
応
し
た

テ
キ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た４

）

。

で
は
、
こ
の
視
点
を
『
霊
異
記
』
に
即
し
て
考
え
る
と
、
何
が
考
え
ら
れ
る
だ

ろ
う
か
。『
霊
異
記
』
撰
述
の
目
的
は
、
各
巻
の
序
文
に
記
さ
れ
て
い
る
通
り
、

因
果
を
語
る
こ
と
に
あ
る
。
だ
が
、
上
巻
序
文
冒
頭
に
お
い
て
語
ら
れ
る
『
霊
異

記
』＝

因
果
世
界
の
起
源
は
、
内
典
（
仏
教
）・
外
典
（
儒
教
他
）
両
方
の
伝
来

で
あ
る
。
何
故
か
。
こ
れ
は
編
者
で
あ
る
景
戒
自
身
が
直
面
し
て
い
る
世
界＝

因

果
の
世
界
を
記
述
す
る
た
め
に
選
ば
れ
た
方
法
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
し
て
、
景

戒
は
『
日
本
書
紀
』
の
記
述
を
読
替
え
な
が
ら
、
新
た
な
世
界
を
構
築
す
る
。
そ

れ
が
『
霊
異
記
』
上
巻
序
文
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
稿
は
『
霊
異
記
』
上
巻
序
文
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、『
霊
異
記
』
が

「
日
本
紀
」
言
説
の
空
間
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
、『
霊
異
記
』
が
ど
の
よ

う
に
『
日
本
書
紀
』
を
再
解
釈
し
て
、
結
果
、
作
ら
れ
た
世
界
が
ど
の
よ
う
な
も

の
か
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、『
霊
異
記
』
の
本
文
の
引
用
は
中
田
祝
夫
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典

文
学
全
集
』（
小
学
館
、
１
９
９
５
年
）
に
よ
り
、
訓
読
文
も
こ
れ
に
よ
る
が
、

送
り
が
な
の
カ
タ
カ
ナ
表
記
さ
れ
て
い
る
部
分
は
か
な
に
改
め
た
。『
霊
異
記
』

以
外
の
引
用
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
改
め
、
一
部
私
的
に

改
め
た
。

一
章

外
典
の
伝
来

上
巻
序
文
の
初
め
は
、
我
が
国
に
内
典
、
外
典
が
伝
来
し
た
時
期
に
つ
い
て
の

記
述
か
ら
始
ま
る
。

原
夫
れ
ば
、
内
経
・
外
書
の
日
本
に
伝
は
り
て
興
り
始
め
し
代
に
は
、
凡
そ

二
時
有
り
。
皆
、
百
済
の
国
よ
り
浮
か
べ
来
れ
り
。
軽
嶋
の
豊
明
の
宮
に
宇

御
め
た
ま
ひ
し
誉
田
の
天
皇
の
み
代
に
、
外
書
来
れ
り
。
磯
城
嶋
の
金
刺
の

宮
に
宇
御
め
た
ま
ひ
し
欽
明
天
皇
の
み
代
に
、
内
典
来
れ
り
。

ま
ず
「
皆
、
百
済
の
国
よ
り
浮
か
べ
来
れ
り
」
か
ら
外
書＝

儒
教
、
内
典＝

仏

教
は
百
済
か
ら
渡
来
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
あ
る５

）

。『
霊
異
記
』

に
お
い
て
は
あ
く
ま
で
仏
典
、
儒
教
の
書
は
外
国
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。こ

の
「
誉
田
天
皇
の
み
代
に
、
外
書
来
れ
り
」
を
考
え
る
と
、
ま
ず
『
日
本
書

紀
』
が
思
い
当
た
る
。

十
五
年
の
秋
八
月
の
壬
戌
の
朔
丁
卯
に
、
百
済
の
王
、
阿
直
伎
を
遣
し
て
、
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良
馬
二
匹
を
貢
る
。

即
ち

の
坂
上
の
厩
に
養
は
し
む
。
因
り
て
阿
直
岐
を
以
て
掌
り
飼
は
し
む
。

故
、
其
の
馬
養
ひ
し
処
を
号
け
て
、
厩
坂
と
曰
ふ
。
阿
直
岐
、
亦
能
く
経
典

を
読
め
り
。
即
ち
太
子
菟
道
稚
郎
子
、
師
と
し
た
ま
ふ
。
是
に
、
天
皇
、
阿

直
岐
に
問
ひ
て
曰
は
く
、「
如
し
汝
に
勝
れ
る
博
士
、
亦
有
り
や
」
と
の
た

ま
ふ
。
対
へ
て
曰
さ
く
、「
王
仁
と
い
ふ
者
有
り
。
是
秀
れ
た
り
」
と
ま
う

す
。
時
に
上
毛
野
君
の
祖
、
荒
田
別
・
巫
別
を
百
済
に
遣
し
て
、
仍
り
て
王

仁
を
徴
さ
し
む
。
其
れ
阿
直
岐
は
、
阿
直
岐
史
の
始
祖
な
り
。

十
六
年
の
春
二
月
に
、
王
仁
来
り
。
則
ち
太
子
菟
道
稚
郎
子
、
師
と
し
た

ま
ふ
。
諸
の
典
籍
を
王
仁
に
習
ひ
た
ま
ふ
。
通
り
達
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
莫
し
。

所
謂
王
仁
は
、
是
書
首
等
の
始
祖
な
り
。（
応
神
紀
十
五
、
十
六
年
条６

）

）。

応
神
天
皇
十
五
年
、
百
済
王
が
日
本
に
阿
智
伎
を
遣
わ
し
良
馬
二
匹
を
贈
っ
た
。

そ
の
阿
智
伎
は
経
典
を
よ
く
読
ん
だ
の
で
、
皇
太
子
の
師
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、

天
皇
が
阿
智
伎
に
、
よ
り
優
れ
た
人
物
は
い
な
い
か
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
王
仁
と

い
う
者
が
い
る
と
答
え
た
の
で
、
荒
田
別
と
巫
別
を
百
済
に
派
遣
し
、
王
仁
を
捜

さ
せ
た
と
こ
ろ
見
つ
け
た
。
十
六
年
に
王
仁
は
来
朝
し
、
皇
太
子
の
師
と
な
っ
た
、

と
い
う
内
容
で
あ
る
。

諸
注
釈
も
『
霊
異
記
』
の
「
誉
田
天
皇
の
み
代
に
、
外
書
来
れ
り
」
の
典
拠
と

し
て
『
日
本
書
紀
』
の
こ
の
部
分
を
挙
げ
て
い
る
が７

）

、
し
か
し
、
こ
の
部
分
に
関

し
て
、
単
純
に
景
戒
が
『
日
本
書
紀
』
の
記
述
に
沿
っ
て
い
る
と
解
し
て
良
い
の

で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
か
ら
、
出
発
し
た
い
。

『
霊
異
記
』
は
平
安
時
代
初
期
、
弘
仁
年
間
に
成
立
し
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、

王
仁
来
朝
に
関
し
て
は
『
霊
異
記
』
成
立
以
前
か
ら
様
々
な
伝
承
が
存
在
し
て
い

た
。『

続
日
本
紀
』
に
お
い
て
は
、

そ
の
後
、
軽
嶋
豊
明
朝
に
御
宇
し
し
応
神
天
皇
、
上
毛
野
氏
の
遠
祖
荒
田
別

に
命
せ
て
、
百
済
に
使
し
て
、
有
識
の
人
を
捜
し
聘
は
し
む
。
国
主
貴
須
王
、

恭
み
て
使
の
旨
を
奉
け
た
ま
は
り
て
、
宗
族
を
択
ひ
採
り
て
、
其
の
孫
辰
孫

王
一
名
は
智
宗
王

を
遣
し
て
、
使
に
随
ひ
て
入
朝
せ
し
め
き
。
天
皇
、
焉
を
嘉

し
た
ま
ひ
て
、
特
に
寵
命
を
加
え
て
、
以
て
皇
太
子
の
師
と
し
た
ま
ひ
き
。

是
に
始
め
て
書
籍
伝
り
て
、
大
に
儒
風
を

け
り
。
文
教
の
興
れ
る
こ
と
誠

に
此
に
有
り
。（
中
略
）
他
田
朝
に
御
宇
し
し
敏
達
天
皇
の
御
世
に
逮
び
て
、

高
麗
国
、
使
を
遣
し
て
、
烏
羽
の
表
を
上
ら
し
む
。
群
臣
・
諸
史
、
こ
れ
を

能
く
読
む
こ
と
莫
か
り
き
。
而
る
に
辰
尓
進
み
て
そ
の
表
を
取
り
、
能
く
読

み
巧
に
写
し
、
詳
に
表
文
を
奏
れ
り
。
天
皇
、
そ
の
篤
学
を
嘉
し
て
深
く
賞

歎
を
加
へ
た
ま
ひ
き
。
詔
し
て
曰
ひ
し
く
、「
勤
し
き
か
も
、

き
か
も
。

汝
若
し
学
を
愛
せ
ず
は
、
誰
か
能
く
解
き
読
ま
む
。
今
よ
り
始
め
て
殿
中
に

近
侍
る
べ
し
」
と
の
た
ま
ひ
き
。
既
に
し
て
、
ま
た
東
西
の
諸
史
に
詔
し
て

曰
ひ
し
く
、「
汝
達
衆
し
と
雖
も
辰
尓
に
及
ば
ず
」
と
の
た
ま
ひ
き
。
斯
れ

並
に
国
史
・
家
牒
に
詳
に
そ
の
事
を
載
せ
た
り
。（

延
暦
九
年
七
月
十
七
日
条８

）

）

と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
は
津
連
真
道
等
が
天
皇
に
朝
臣
性
を
賜
る
た
め
に
上
表
し

て
い
る
と
こ
ろ
に
当
た
る
。「
是
に
始
め
て
書
籍
伝
り
て
、
大
に
儒
風

け
り
。

文
教
の
興
れ
る
こ
と
誠
に
此
に
在
り
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
自
ら
の
先
祖
を
儒

風＝

日
本
で
の
儒
学
の
発
生
に
起
源
づ
け
て
い
る
。

ま
た
、『
続
日
本
紀
』
延
暦
十
年
四
月
八
日
の
条
に
は
、
文
忌
寸
最
弟
と
武
生

一
五

佛
教
大
学
大
学
院
紀
要

文
学
研
究
科
篇

第
三
十
七
号
（
二
〇
〇
九
年
三
月
）



連
真
象
が
自
身
達
の
系
譜
を
語
る
際
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

最
弟
ら
言
さ
く
、「
漢
の
高
帝
の
後
を
鸞
と
曰
ふ
。
鸞
の
後
、
王
狗
、
転
り

て
百
済
に
至
れ
り
。

百
済
の
久
素
王
の
時
、
聖
朝
、
使
を
遣
し
て
、
文
人
を
徴
し
召
き
た
ま
へ
り
。

久
素
王
、
即
ち
狗
が
孫
王
仁
を
貢
り
き
。
是
、
文
・
武
生
ら
が
祖
な
り
」
と

ま
う
す
。

こ
こ
に
は
『
日
本
書
紀
』
に
は
見
ら
れ
な
い
王
狗
な
る
人
物
が
み
え
、
そ
れ
が

王
仁
の
先
祖
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
自
ら
が
漢
の
皇
帝
の
血
を
引
く
も
の
と

し
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
、『
日
本
書
記
』
の
王
仁
の
来
朝
伝
承
と
は
異
な
る
伝
承
が
、
氏
族

達
の
間
に
広
が
っ
て
い
た
こ
と
が
伺
わ
れ
よ
う
。
王
仁
が
来
朝
し
た
こ
と
が
、
儒

教
が
本
朝
に
お
い
て
広
ま
っ
た
時
期
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
伝
承
が
氏
族
達
の
系

譜
の
中
で
語
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
七
「
罷
免
事
」
に
は
次
ぎ
の
よ
う
な
記
事
が
あ

る
。
そ
れ
は
延
暦
十
六
年
五
月
二
十
八
日
に
発
せ
ら
れ
た
、
百
済
王
に
課
及
び
雑

を
免
除
す
る
勅
で
あ
る
が
、
そ
の
中
の
一
部
分
、

神
功
摂
政
の
世
。
則
ち
肖
古
王
、
使
を
遣
し
て
そ
の
方
物
を
貢
ぐ
。
軽
島
に

御
宇
し
し
の
年
。
則
ち
貴
須
王
、
人
を
択
ひ
其
の
才
士
を
献
ず
。
文
教
之
を

以
て
欝
興
す
。
儒
風
其
由
り

揚
す９

）

。

こ
れ
は
前
述
し
た
『
続
日
本
紀
』
延
暦
九
年
の
津
連
真
道
の
上
表
文
と
内
容
的

に
符
合
す
る
が
、
王
仁
の
名
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
こ
は
、
応
神
朝
の
王
仁
の
来
朝

が
言
説
化
し
、
儒
教
を
伝
え
た
者
と
し
て
の
一
種
の
象
徴
化
が
伺
え
る
。

以
上
、
見
て
き
た
こ
れ
ら
外
典
の
伝
来
を
語
る
テ
キ
ス
ト
群
は
、
自
身
が
所
属

す
る
一
族
の
始
祖
伝
承
を
語
る
が
、
同
時
に
、「
是
に
始
め
て
書
籍
伝
り
て
、
大

に
儒
風
を

け
り
。
文
教
の
興
れ
る
こ
と
誠
に
此
に
有
り
」「
文
教
之
を
以
て
欝

興
す
。
儒
風
其
由
り

揚
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
文
字
の
伝
来
に
よ
っ
て
成
立
し

た
儒
教
的
官
僚
世
界
の
発
生
を
語
る
も
の
で
も
あ
る
。
自
ら
が
所
属
し
て
い
る
官

僚
世
界
の
起
源
を
語
る
わ
け
だ
。
こ
れ
は
天
平
勝
宝
三
年
（
７
５
１
年
）
成
立
の

『
懐
風
藻
』
序
か
ら
も
伺
え
る
。

く
前
修
に
聴
き
、

に
載
籍
を
観
る
に
、
襲
山
降

の
世
に
、
橿
原
建
邦

の
時
に
、
天
造
草
創
に
し
て
、
人
文
未
だ
作
ら
ず
あ
り
き
。
神
后

を
征
し
、

品
帝
乾
に
乗
じ
た
ま
ふ
に
至
り
て
、
百
済
入
朝
し
て
、
龍
編
を
馬
厩
に
啓
き
、

高
麗
上
表
し
て
、
烏
冊
を
鳥
文
に
画
く
。

王
仁
始
め
て
蒙
を
軽
島
に
導
き
、
辰
爾
終
に
教
を
訳
田
に
敷
く
。
遂
に
俗
を

洙
泗
の
風
に
漸
め
、
人
を
斉
魯
の
学
に
趨
か
し
む
。
聖
徳
太
子
に
逮
び
て
、

爵
を
設
け
官
を
分
か
ち
、
肇
め
て
礼
義
を
制
め
た
ま
ふ
。
然
す
が
に
専
ら
に

釈
教
を
崇
み
、
未
だ
篇
章
に
遑
も
な
か
り
き10

）

。

漢
詩
集
で
あ
る
『
懐
風
藻
』
は
、
文
字
の
伝
来
以
前
か
ら
始
ま
り
、
文
字
の
伝

来
、
文
字
の
定
着
を
語
る
。「
襲
山
降

の
世
に
、
橿
原
建
邦
の
時
に
、
天
造
草

創
に
し
て
、
人
文
未
だ
作
ら
ず
あ
り
き
」
と
あ
る
よ
う
に
、『
懐
風
藻
』
序
は
文

字
伝
来
以
前
に
つ
い
て
は
多
く
を
語
ら
な
い
。「
王
仁
始
め
て
蒙
を

島
に
導
き
」

は
王
仁
の
来
朝
に
よ
っ
て
書
籍
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
前
述
し
た
王
仁
の
来
朝

を
指
す
。
注
目
す
べ
き
点
は
「
聖
徳
太
子
に
逮
び
て
、
爵
を
設
け
官
を
分
か
ち
、

肇
め
て
礼
義
を
制
め
た
ま
ふ
。
然
す
が
に
専
ら
に
釈
教
を
崇
み
、
未
だ
篇
章
に
遑

も
な
か
り
き
」
と
あ
る
よ
う
に
、
聖
徳
太
子
が
仏
教
を
崇
め
、
詩
文
を
作
成
す
る

暇
が
な
か
っ
た
と
い
う
一
文
で
あ
る
。『
懐
風
藻
』
序
文
は
仏
教＝

内
典
に
関
し

一
六

『
日
本
霊
異
記
』
上
巻
序
文
と
「
日
本
紀
」
言
説

（
井
熊
勇
介
）



て
、
そ
の
伝
来
も
語
ら
ず
否
定
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
。

『
霊
異
記
』
の
「
誉
田
天
皇
の
み
代
に
、
外
書
来
れ
り
」
の
部
分
と
共
通
す
る

テ
キ
ス
ト
群
を
見
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
は
自
ら
が
所
属
す
る
儒
教
的
官
僚
世
界
の

起
源
を
語
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、
い
づ
れ
の
テ
キ
ス
ト

も
内
典＝

仏
教
の
伝
来
に
関
し
て
、
同
時
に
は
何
も
語
っ
て
い
な
い
点
で
あ
ろ
う
。

個
々
の
テ
キ
ス
ト
と
『
霊
異
記
』
の
性
格
の
違
い
と
い
う
面
も
あ
る
が
、
な
ら
ば

何
故
、『
霊
異
記
』
は
内
典
・
外
典
の
伝
来
を
同
時
に
語
っ
て
い
る
の
か
。
こ
の

問
い
を
保
留
さ
せ
つ
つ
、
次
章
で
は
内
典
の
伝
来
を
考
察
し
た
い
。

二
章

内
典
の
伝
来

「
磯
城
嶋
の
金
刺
の
宮
に
宇
御
め
た
ま
ひ
し
欽
明
天
皇
の
み
代
に
、
内
典
来
れ
り
」

の
記
述
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

通
常
、
典
拠
と
さ
れ
る
の
は
『
日
本
書
紀
』
欽
明
十
三
年
十
月
条
で
あ
る
。

冬
十
月
に
、
百
済
の
聖
明
王
、
更
の
名
は
聖
王
。

西
部
姫
氏
達
卒
怒

斯
致
契

等
を
遣
し
て
、
釈
迦
仏
の
金
剛
像
一
軀
・
幡
蓋
若
干
・
経
論
若
干
巻
を
献
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
奈
良
朝
末
期
に
現
在
の
形
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
『
元
興
寺
伽

藍
縁
起

流
記
資
財
帳
』（
以
下
『
元
興
寺
縁
起
』
と
略
す
）
で
は
、

大
倭
の
国
の
仏
法
は
、
斯
帰
嶋
の
宮
に
天
の
下
治
し
め
し
し
天
国
案
春
岐
広

庭
天
皇
の
御
世
、
蘇
我
大
臣
稲
目
宿
祢
仕
へ
奉
る
時
、
天
の
下
治
し
め
す
七

年
歳
次
戊
午
十
二
月
、
度
り
来
た
る
よ
り
創
ま
れ
り
。
百
済
国
聖
明
王
の
時
、

太
子
の
像

び
に
潅
仏
の
器
一
具
、
及
び
仏
起
を
説
け
る
書
巻
一
篋
を
度
し

て
言
さ
く
、「
当
に
聞
く
、
仏
法
は
既
に
こ
れ
世
間
無
上
の
法
、
そ
の
国
も

亦
修
行
す
べ
き
な
り11

）

。」

ま
た
、
九
世
紀
に
作
ら
れ
た
と
さ
れ
る12

）

『
上
宮
聖
徳
法
王
帝
説
』
に
は
、

志
癸
嶋
天
皇
の
御
世
に
、
戊
午
の
年
の
十
月
十
二
日
に
、
百
済
国
の
主
明
王
、

始
め
て
仏
の
像
経
教

び
に
僧
等
を
度
し
奉
る
。
勅
し
て
蘇
我
稲
目
宿
祢
大

臣
に
授
け
て
興
し
隆
せ
し
む13

）

。

と
あ
る
。

こ
れ
ら
三
つ
の
資
料
は
仏
教
伝
来
の
時
期
を
欽
明
朝
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い

な
が
ら
、
そ
の
年
次
が
異
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
仏
教
公
伝
を
『
日
本
書

紀
』
の
欽
明
朝
十
三
年
壬
申
と
す
る
か
、『
元
興
寺
縁
起
』『
上
宮
聖
徳
法
王
帝

説
』
の
欽
明
朝
七
年
戊
午
に
す
る
か
に
つ
い
て
論
争
が
行
わ
れ
、『
日
本
書
紀
』

の
壬
申
説
は
歴
史
研
究
の
立
場
か
ら
疑
い
が
も
た
れ
た
。
結
果
、
戊
午
説
が
史
実

に
近
い
と
み
な
さ
れ
、
壬
申
説
は
『
日
本
書
紀
』
編
者
に
よ
る
創
作
と
さ
れ
た
。

そ
の
た
め
、『
日
本
書
紀
』
編
者
の
創
作
の
理
由
と
し
て
、
南
都
教
団
で
欽
明
十

三
年
壬
申
が
末
法
第
一
年
に
当
た
る
こ
と
か
ら
、
仏
法
興
隆
の
事
実
に
よ
り
、
末

法
の
教
説
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
す
る
説14

）

、『
日
本
書
紀
』

欽
明
朝
の
紀
年
の
錯
簡
に
注
目
す
る
欽
明
朝
内
乱
説
を
う
け
て
、
正
史
に
お
け
る

両
朝
併
立
隠
蔽
の
た
め
『
日
本
書
紀
』
編
者
は
戊
午
説
を
す
て
た
の
で
あ
る
と
す

る
説
等15

）

が
唱
え
ら
れ
た
。

し
か
し
、
阿
部
泰
郎
氏
は
『
元
興
寺
縁
起
』
が
『
日
本
書
紀
』
と
「
仏
教
伝
来

神
話
」
と
い
う
叙
述
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
、
聖
徳
太
子
が
推
古
帝
の
命
を
奉
じ

て
撰
進
し
た
と
い
う
仮
構
の
枠
組
の
基
に
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
日
本
書
紀
』

の
運
動
・
生
成
と
し
て
『
元
興
寺
縁
起
』
を
と
ら
え
る
方
向
を
提
示
し
た16

）

。

そ
も
そ
も
、『
日
本
書
紀
』
の
欽
明
紀
か
ら
聖
徳
太
子
に
か
け
て
の
仏
教
に
関

一
七
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紀
要
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す
る
記
事
を
一
連
の
仏
教
伝
来
説
話
と
し
て
と
ら
え
る
視
点
を
佐
藤
正
英
氏
が
提

示
し
、
氏
は
「
書
紀
に
お
け
る
仏
教
伝
来
説
話
は
、
聖
徳
太
子
説
話
に
至
っ
て
は

じ
め
て
完
結
す
べ
く
構
想
さ
れ
た
長
編
説
話
な
の
で
あ
り
、
欽
明
天
皇
十
三
年
十

月
条
の
仏
教
初
伝
説
話
は
、
そ
の
端
初
を
な
す
説
話
な
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い

る17
）

。一
方
、『
元
興
寺
縁
起
』
は
そ
の
名
の
通
り
、
元
興
寺
の
由
来
で
あ
る
。
そ
の

中
で
の
仏
教
伝
来
は
、
聖
徳
太
子
が
語
る
縁
起
部
分
の
最
初
に
語
ら
れ
る
。
こ
こ

に
は
仏
教
の
守
護
者
と
し
て
の
聖
徳
太
子
が
仏
教
伝
来
を
語
る
と
い
う
思
想
が
見

え
る18

）

。
ま
た
、『
上
宮
聖
徳
法
王
帝
説
』
は
欽
明
天
皇
以
後
五
代
史
、
仏
教
伝
来
以
後

の
「
歴
史
」
を
聖
徳
太
子
へ
の
特
別
な
意
識
を
も
っ
て
構
築
す
る
も
の
で
あ
る19

）

。

中
井
真
孝
氏
は
『
上
宮
聖
徳
法
王
帝
説
』
の
仏
教
公
伝
部
分
（
引
用
部
分
）
は
、

『
元
興
寺
縁
起
』
の
仏
教
公
伝
部
分
（
引
用
部
分
）
を
抄
出
し
た
も
の
で
あ
る
と

し
て
、
そ
の
『
元
興
寺
縁
起
』
の
仏
教
公
伝
戊
午
説
自
体
、『
元
興
寺
縁
起
』
が

潤
色
し
て
い
く
過
程
で
、

緯
思
想
の
戊
午
革
運
説
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
た
も
の

と
し
た20

）

。

な
お
、
こ
の
点
で
考
え
た
い
の
は
、
史
書
の
撰
述
者
と
い
う
聖
徳
太
子
の
位
置

で
あ
る
。『
日
本
書
紀
』
推
古
天
皇
二
十
八
年
十
二
月
条
に

是
歳
、
皇
太
子
・
嶋
大
臣
、
共
に
議
り
て
、
天
皇
記
及
び
国
記
、
臣
連
伴
造

国
造
百
八
十
部

て
公
民
等
の
本
記
を
録
す
。

と
あ
り
、
日
本
の
史
書
の
起
源
は
聖
徳
太
子
に
あ
る
と
す
る
の
が
、『
日
本
書
紀
』

の
史
観
で
あ
る21

）

。

以
上
見
て
き
た
、
こ
れ
ら
内
典
の
伝
来
に
関
す
る
テ
キ
ス
ト
か
ら
ど
の
よ
う
な

こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
か
。『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
史
書
の
起
源
で
あ
り
、
か

つ
「
仏
教
伝
来
説
話
」
を
構
成
す
る
存
在
で
あ
っ
た
聖
徳
太
子
は
、『
元
興
寺
縁

起
』『
上
宮
聖
徳
法
王
帝
説
』
に
お
い
て
仏
教
伝
来
の
担
い
手
と
し
て
読
み
替
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
聖
徳
太
子
と
仏
教
伝
来
は
切
り
離
す
こ
と
が
で
き

な
い
。
一
方
で
、
各
々
の
史
料
に
お
い
て
は
同
時
に
は
外
典
の
伝
来
を
語
ら
な
い

こ
と
に
注
目
し
た
い
。

三
章

「
深
知
の

」
の
起
源

以
上
見
て
き
た
、
内
典
及
び
外
典
の
伝
来
を
語
る
各
々
の
史
料
は
『
日
本
書

紀
』
か
ら
生
成
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。「
原
夫
れ
ば
、
内
経
・
外
書
の
日
本
に
伝

は
り
て
興
り
始
め
し
代
に
は
、
凡
そ
二
時
有
り
。」
か
ら
始
ま
る
『
霊
異
記
』
上

巻
序
文
に
お
い
て
は
神
代
の
神
々
に
由
来
す
る
天
皇
の
つ
い
て
の
言
及
は
な
く
、

内
典
・
外
典
の
伝
来
が
歴
史
の
始
ま
り
で
あ
り
、
起
源
で
あ
る22

）

。

『
霊
異
記
』
上
巻
序
文
の
注
目
す
べ
き
点
は
、
内
典
・
外
典
の
伝
来
を
同
時
に

語
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
テ
キ
ス
ト
・
言
説
群
は
、

内
典
・
外
典
の
伝
来
を
そ
れ
ぞ
れ
個
別
に
、
一
方
し
か
述
べ
て
い
な
い
。
だ
が
、

『
霊
異
記
』
上
巻
序
文
は
内
典
・
外
典
の
伝
来
を
並
列
し
て
語
る
。
各
々
別
々
に

伝
え
ら
れ
て
い
る
内
典
・
外
典
の
伝
来
を
合
わ
せ
て
語
る
こ
と
に
『
霊
異
記
』
の

独
自
性
が
表
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

で
は
そ
も
そ
も
何
故
内
典
・
外
典
の
伝
来
を
並
列
し
て
語
る
必
要
性
が
あ
る
の

だ
ろ
う
か
。
従
来
の
説
で
は
、
そ
の
理
由
を
仏
教
説
話
集
で
あ
る
『
霊
異
記
』
の

説
話
に
外
典
、
い
わ
ゆ
る
儒
教
・
道
教
的
説
話
が
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
編
者
景

一
八

『
日
本
霊
異
記
』
上
巻
序
文
と
「
日
本
紀
」
言
説

（
井
熊
勇
介
）



戒
の
儒
教
・
道
教
へ
の
関
心
の
表
れ
と
し
て
い
る23

）

。
果
た
し
て
そ
れ
だ
け
だ
ろ
う

か
。
重
要
な
の
は
『
霊
異
記
』
上
巻
序
文
は
内
典
・
外
典
の
伝
来
を
記
す
こ
と
に

よ
り
何
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
か
で
あ
る
。
上
巻
序
文
の
続
き
を
み
て
い
く
。

然
れ
ど
も
乃
ち
外
を
学
ぶ
る
者
は
、
仏
法
を
誹
れ
り
。
内
を
読
む
人
は
、
外

典
を
軽
み
せ
り
。
愚
痴
の
類
は
迷
執
を
懐
き
、
罪
福
を
信
な
り
と
せ
ず
。
深

智
の

は
内
外
を
観
て
、
信
と
し
て
因
果
を
恐
る
。

こ
こ
で
重
要
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、「
然
れ
ど
も
乃
ち
」
が
何
を
意
味
し
て
い

る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
然
れ
ど
も
乃
ち
」
と
い
う
逆
接
的
表
現
を
考
え

て
み
る
と
、
そ
の
直
前
の
部
分
、
先
ほ
ど
の
「
軽
嶋
の
豊
明
の
宮
に
宇
御
め
た
ま

ひ
し
誉
田
の
天
皇
の
み
代
に
、
外
書
来
れ
り
。
磯
城
嶋
の
金
刺
の
宮
に
宇
御
め
た

ま
ひ
し
欽
明
天
皇
の
み
代
に
、
内
典
来
れ
り
。」
と
、「
然
れ
ど
も
乃
ち
」
の
直
後

の
部
分
「
外
を
学
ぶ
る
者
は
、
仏
法
を
誹
れ
り
。
内
を
読
む
者
は
、
外
典
を
軽
み

せ
り
」
と
が
相
反
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
内
典
・
外
典
ど
ち
ら
か
一

方
を
信
じ
、
一
方
を
批
判
す
る
こ
と
へ
の
批
判
か
ら
、
内
典
・
外
典
は
同
列
の
も

の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

『
霊
異
記
』
上
巻
序
文
が
内
典
・
外
典
両
方
の
伝
来
を
同
列
に
語
る
の
は
、「
愚

痴
の
類
は
迷
執
を
懐
き
、
罪
福
を
信
な
り
と
せ
ず
。
深
智
の

は
内
外
を

て
、

信
と
し
て
因
果
を
恐
る
」
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、「
深
知
の

」
は
内
典
・
外

典
両
方
に
精
通
し
て
い
る
と
い
う
主
張
が
込
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
。

だ
か
ら
こ
そ
内
典
・
外
典
の
伝
来
が
起
源
と
し
て
序
文
冒
頭
に
語
ら
れ
て
い
る
わ

け
だ
。
よ
っ
て
『
霊
異
記
』
上
巻
序
文
に
は
「
深
知
の

」
の
起
源
が
語
ら
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

四
章

「
深
知
の

」
の
具
体
例

一

仁
徳
天
皇

で
は
、『
霊
異
記
』
上
巻
序
文
内
で
は
「
深
知
の

」
は
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ

て
い
る
の
か
。
具
体
的
に
見
て
い
く
。

（
１
）
唯
し
、
代
々
の
天
皇
、
或
い
は
高
き
山
の
頂
き
に
登
り
て
悲
を
起
し
、
雨

の
漏
れ
る
殿
に
住
み
て
、
庶
民
を
撫
で
た
ま
ふ
。
或
い
は
生
れ
な
が
ら
に

し
て
高
弁
に
、
兼
ね
て
未
事
を
委
り
、
一
た
び
に
十
の
訴
を
聞
き
て
一
言

も
漏
し
た
ま
は
ず
。
生
年
二
十
五
に
し
て
天
皇
の
請
を
受
け
て
、
大
乗
経

を
説
き
た
ま
ひ
き
。
造
り
た
ま
へ
る
経
の
疏
は
長
に
末
の
代
に
流
は
る
。

或
い
は
弘
誓
の
願
を
発
し
、
敬
み
て
仏
像
を
造
り
た
ま
ふ
。
天
は
願
ふ
所

に
随
ひ
、
地
は
宝
蔵
を
敞
せ
り
。（
中
略
）

（
２
）
今
時
の
深
智
の
人
、
神
功
も
亦
測
り
罕
し
。

（
１
）
の
部
分
に
は
仁
徳
天
皇
、
聖
徳
太
子
、
聖
武
天
皇
の
事
跡
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
こ
こ
は
単
純
に
事
跡
を
称
え
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。「
深
智
の

」

の
実
例
を
示
し
た
も
の
で
あ
る24

）

。
そ
れ
は
（
２
）
の
「
今
時
の
深
智
の
人
、
神
功

も
亦
測
り
罕
し
」
を
起
点
に
考
え
れ
ば
、（
１
）
は
過
去
の
「
深
智
の

」
を
述

べ
て
い
る
こ
と
が
よ
り
一
層
明
確
化
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
は
仁
徳
天
皇
「
或
い
は
高
き
山
の
頂
に
登
り
て
悲
を
起
し
、
雨
の
漏
れ
る

殿
に
住
み
て
、
庶
民
を
撫
で
た
ま
ふ
」
は
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
に
載
る
事

跡
で
あ
る
。『
古
事
記
』
で
は
、

是
に
天
皇
、
高
山
に
登
り
て
、
四
方
の
国
を
見
た
ま
ひ
て
詔
り
た
ま
ひ
し
く
、

「
国
の
中
に
烟
発
た
ず
。
国
皆
貧
窮
し
。
故
、
今
よ
り
三
年
に
至
る
ま
で
、
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悉
に
人
民
の
課
、
役
を
除
せ
。」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
是
を
以
ち
て
大
殿
破

れ
壊
れ
て
、
悉
に
雨
漏
れ
ど
も
、
都
て
修
め
理
る
こ
と
勿
く
、
咸
を
以
て
其

の
漏
る
雨
を
受
け
て
、
漏
ら
ざ
る
處
に
還
り
避
け
ま
し
き
。
後
に
国
の
中
を

見
た
ま
へ
ば
、
国
に
烟
満
て
り
。
故
、
人
民
富
め
り
と
為
ほ
し
て
、
今
は
と

課
、
役
を
科
せ
た
ま
ひ
き
。
是
を
持
ち
て
百
姓
栄
え
て
、
役
使
に
苦
し
ま
ざ

り
き25

）

。

こ
れ
に
対
し
て
、『
日
本
書
紀
』
で
は
仁
徳
紀
四
年
〜
十
年
に
わ
た
っ
て
詳
し

く
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
表
現
の
上
で
『
古
事
記
』
の
方
が
『
霊
異
記
』
に
近
い

こ
と
を
守
屋
俊
彦
氏
は
指
摘
し
て
い
る26

）

。『
霊
異
記
』
の
こ
の
部
分
は
極
度
に
圧

縮
さ
れ
て
お
り
、
天
皇
が
眺
め
た
場
所
と
免
税
後
の
御
殿
状
態
だ
け
で
あ
る
が
、

そ
こ
か
ら
守
屋
氏
は
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
の
表
現
を
比
較
し
て
い
る
。

『
日
本
書
紀
』
の
記
述
の
中
で
『
霊
異
記
』
の
表
現
に
該
当
す
る
と
こ
ろ
を
抜
き

出
し
て
み
る
と
、

四
年
の
春
二
月
の
己
未
の
朔
甲
子
に
、
群
臣
に
詔
し
て
曰
は
く
、「
朕
、
高

台
に
登
り
て
、
遠
に
望
む
に
、
烟
気
、
域
の
中
に
起
た
ず
。（
中
略
）
風
雨

𨻶
に
入
り
て
、
衣
被
を

す
。
星
辰
壊
よ
り
漏
り
て
、
床
蓐
を
露
に
す
。

で
あ
り
、
こ
れ
を
『
霊
異
記
』『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
で
比
較
す
る
と
、

○
或
い
は
高
き
山
の
頂
き
に
登
り
て
悲
を
起
し
（
霊
異
記
）

○
高
山
に
登
り
て
、
四
方
の
国
を
見
た
ま
ひ
て
詔
り
た
ま
ひ
し
く
（
古
事
記
）

○
朕
、
高
台
に
登
り
て
、
遠
に
望
む
に
（
書
紀
）

○
雨
の
漏
れ
る
殿
に
住
み
て
（
霊
異
記
）

○
悉
に
雨
漏
れ
ど
も
（
古
事
記
）

○
風
雨
𨻶
に
入
り
て
（
書
紀
）

と
な
り
、
守
屋
氏
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
『
霊
異
記
』
の
表
現
は
『
古
事
記
』
の

方
に
近
い
と
言
え
る
。
し
か
し
、
守
屋
氏
は
『
古
事
記
』
が
世
間
に
あ
ま
り
出
回

っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
景
戒
は
『
古
事
記
』
仁
徳
記
を
構
成
し
た
古
伝
承
か
ら

取
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
。

確
か
に
『
古
事
記
』
は
読
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
が
、『
日
本
書
紀
』

撰
述
後
に
開
か
れ
た
、『
日
本
書
紀
』
講
義
の
場
で
あ
る
、
日
本
紀
講
の
中
で
は

『
古
事
記
』
は
『
日
本
書
紀
』
講
読
の
調
度
（
参
考
書
）
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い

る
。
承
平
六
年
の
講
書
の
記
録
で
あ
る
『
日
本
書
紀
私
記
（
丁
本
）』
に
は
、

問
う
。
此
書
の
考
読
に
、
将
に
何
書
を
以
て
そ
の
調
度
に
備
え
る
か
。

師
説
く
。
先
代
旧
事
本
紀
。
上
宮
記
。
古
事
記
。
大
倭
本
紀
。
仮
名
日
本
紀

等
是
な
り27

）

。

と
あ
り
、
此
書
（『
日
本
書
紀
』）
の
調
度
（
参
考
書
）
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
テ
キ

ス
ト
の
中
に
『
古
事
記
』
が
み
え
る
。
景
戒
が
『
古
事
記
』
の
表
現
に
近
い
記
述

を
し
て
い
る
こ
と
は
、『
古
事
記
』
の
古
伝
承
に
よ
っ
た
の
で
は
な
く
、『
日
本
書

紀
』
を
取
り
巻
く
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
『
古
事
記
』
そ
の
も
の
に
よ
っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

さ
て
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
点
は
、「
悲
を
起
し
」
と
い
う
表
現
で
あ
ろ
う
。

『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』
の
訓
読
で
は
、
こ
の
部
分
を
「
悲
れ
び
の
心
を
起
し
」

と
し
て
、
頭
注
の
方
で
、「
悲
心
」
は
仏
教
の
慈
悲
心
に
つ
な
が
る
と
指
摘
し
て

い
る28

）

。
こ
の
「
悲
を
起
し
」
は
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
に
は
見
ら
れ
な
い
表

現
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
み
え
て
く
る
の
は
、
儒
教
は
伝
来
し
て
い
る
が
、
仏
教
伝

二
〇

『
日
本
霊
異
記
』
上
巻
序
文
と
「
日
本
紀
」
言
説

（
井
熊
勇
介
）



来
前
で
あ
る
の
に
、「
慈
悲
心
」
と
い
う
仏
教
に
通
じ
る
側
面
を
も
っ
て
い
る
と

い
う
、
内
典
・
外
典
に
通
じ
た
仁
徳
天
皇
で
あ
る
。

二

聖
徳
太
子

次
は
「
或
い
は
生
れ
な
が
ら
に
し
て
高
弁
に
、
兼
ね
て
未
事
を
委
り
、
一
た
び

に
十
の
訴
を
聞
き
て
一
言
を
漏
ら
し
た
ま
は
ず
。
生
年
二
十
五
に
し
て
天
皇
の
請

を
受
け
て
、
大
乗
経
を
説
き
た
ま
ひ
き
。
造
り
た
ま
へ
る
経
の
疏
は
長
に
末
の
代

に
流
は
る
。」
こ
れ
は
聖
徳
太
子
を
表
わ
し
て
い
る
が
、
そ
の
も
と
に
な
っ
た
で

あ
ろ
う
『
日
本
書
紀
』
を
引
用
し
よ
う
。

生
れ
ま
し
な
が
ら
能
く
言
ふ
。
聖
の
智
有
り
。
壯
に
及
び
て
、
一
に
十
人
の

訴
を
聞
き
た
ま
ひ
て
、
失
ち
た
ま
は
ず
し
て
能
く
弁
へ
た
ま
ふ
。
兼
ね
て
未

然
を
知
ろ
し
め
す
。
且
、
内
教
を
高
麗
の
僧
慧
慈
に
習
ひ
、
外
典
を
博
士
覚

哿
に
学
び
た
ま
ふ
。
並
び
に
悉
に
達
り
た
ま
ひ
ぬ
。（
推
古
紀
元
年
四
月
条
）

『
霊
異
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
の
記
述
を
比
べ
る
と
、『
日
本
書
紀
』
が
「
壯
に

及
び
て
、
一
に
十
人
の
訴
を
聞
き
た
ま
ひ
て
、
失
ち
た
ま
は
ず
し
て
能
く
弁
へ
た

ま
ふ
。
兼
ね
て
未
然
を
知
ろ
し
め
す
。」
と
、「
壯
に
及
ん
で
」（
成
長
し
て
）
か

ら
「
未
然
」
を
知
る
、
と
あ
る
の
に
対
し
て
、『
霊
異
記
』
で
は
「
生
れ
な
が
ら

に
し
て
高
弁
に
、
兼
ね
て
未
事
を
委
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
生
れ
も
っ
て
「
未

事
」
を
知
る
と
あ
る
こ
と
に
注
目
で
き
る
だ
ろ
う
。

「
未
然
」
と
「
未
事
」
と
は
同
じ
意
味
を
指
す
で
あ
ろ
う
。
で
は
、「
未
然
」
を

知
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。『
日
本
書
紀
』
で
は
特
殊
な
予
知
能
力

を
も
っ
た
人
を
「
未
然
」
を
知
る
と
評
し
て
お
り
、
こ
の
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い

る
の
は
、
聖
徳
太
子
の
他
は
崇
神
紀
の
倭
迹
迹
日
百
襲
姫
命
だ
け
で
あ
る29

）

。
そ
こ

で
の
百
襲
姫
命
は
童
女
が
歌
っ
た
歌
が
何
の
予
兆
で
あ
る
か
を
解
い
て
い
る
。
津

田
博
幸
氏
は
こ
こ
か
ら
、「
未
然
」
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
、
予
兆
へ
の
理
解
が

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
兆
と
果
の
関
係
を
知
る
こ
と
は
シ
ャ
ー
マ
ニ
ッ
ク
な

人
物
に
託
さ
れ
た
特
権
的
な
知
で
あ
っ
た
と
、『
日
本
書
紀
』
は
語
る
。
た
だ
し
、

百
襲
姫
命
は
ロ
ー
カ
ル
な
知
の
世
界
に
属
す
が
、
聖
徳
太
子
は
内
教
・
外
典
に
も

通
じ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
世
界
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
た
と
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
る30

）

。

よ
っ
て
、「
未
然
」
を
知
る
と
は
、
兆
と
果
の
関
係
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
を
言
い
、
そ
れ
は
シ
ャ
ー
マ
ニ
ッ
ク
な
人
物
だ
け
が
持
つ
能
力
で
あ
っ
た
。

で
は
、『
日
本
書
紀
』
と
『
霊
異
記
』
の
差
異
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
だ

ろ
う
か
。『
霊
異
記
』
は
、
聖
徳
太
子
が
先
天
的
な
「
未
然
」
を
知
る
能
力
（
兆

と
果
の
関
係
を
知
る
）
に
加
え
て
、
内
典
・
外
典
に
通
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り

そ
の
能
力
が
拡
大
し
た
と
記
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
あ
く
ま
で
、
語
ら

れ
て
い
る
の
は
内
典
・
外
典
に
通
じ
た
「
深
知
の

」
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

『
霊
異
記
』
は
「
未
事
」
を
知
る
能
力
は
、
生
ま
れ
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
と
強

調
す
る
わ
け
で
あ
る
。

三

聖
武
天
皇

次
は
「
或
い
は
弘
誓
の
願
を
発
し
、
敬
み
て
仏
像
を
造
り
た
ま
ふ
。
天
は
願
ふ

所
に
随
ひ
、
地
は
宝
蔵
を
敞
は
せ
り
。」

こ
れ
は
聖
武
天
皇
を
表
わ
し
て
い
る
が
、
弘
誓
の
願
と
は
衆
生
全
て
を
救
お
う

と
す
る
広
大
な
誓
い31

）

。
仏
像
を
造
る
と
い
う
行
為
は
内
典
に
則
す
る
。
一
方
、
そ

れ
を
天
と
地
が
手
助
け
し
た
と
い
う
の
は
、『
続
日
本
紀
』
記
載
の
天
平
感
宝
元

二
一

佛
教
大
学
大
学
院
紀
要

文
学
研
究
科
篇

第
三
十
七
号
（
二
〇
〇
九
年
三
月
）



年
の
陸
奥
国
で
の
黄
金
の
発
見
献
上
を
さ
す
と
解
釈
さ
れ
る
。『
続
日
本
紀
』
に

よ
れ
ば
、
仏
像
に
塗
る
金
が
足
り
な
く
て
苦
慮
し
て
い
た
と
こ
ろ
の
突
然
の
黄
金

発
見
で
あ
る
と
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、『
霊
異
記
』
に
お
い
て
は
外
典
（
儒
教
）

の
天
人
感
応
思
想
が
背
景
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
聖
武
天
皇
は
外
典
に

通
じ
て
い
た
の
で
、
天
と
地
が
感
応
し
た
と
い
う
わ
け
だ32

）

。『
霊
異
記
』
は
聖
武

天
皇
が
内
典
・
外
典
に
通
じ
て
い
る
存
在
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
。『
霊
異
記
』

は
聖
武
天
皇
を
「
因
果
」
を
理
解
す
る
た
め
に
内
外
に
通
じ
た
「
深
智
の

」
と

解
釈
し
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

ま
と
め

『
霊
異
記
』
上
巻
序
文
は
仏
教
・
儒
教
の
伝
来
を
ま
ず
初
め
に
語
る
。
何
故
語

る
の
か
。
そ
れ
は
上
巻
序
文
に
て
語
ら
れ
て
い
る
の
が
「
深
智
の

」
で
あ
り
、

内
典
・
外
典
を
併
せ
持
っ
た
存
在
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
深
智

の

」
を
構
成
す
る
内
典
・
外
典
の
伝
来
を
語
る
必
要
が
あ
っ
た
わ
け
だ
。
各
々

別
々
に
存
在
し
て
い
る
内
典
・
外
典
の
伝
承
を
『
霊
異
記
』
は
併
せ
持
っ
て
記
し

て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
起
源
に
従
い
仁
徳
天
皇
・
聖
徳
太
子
・
聖
武
天
皇
を
「
深

智
の

」
と
し
て
再
解
釈
し
て
い
る
の
だ
。
語
ら
れ
て
い
る
の
は
「
深
智
の

」

の
起
源
神
話
で
あ
る
。

景
戒
の
関
心
は
、
内
典
・
外
典
の
統
合
で
あ
っ
た33

）

。
で
は
、
結
果
、
ど
の
よ
う

な
世
界
が
作
ら
れ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
因
果
で
成
り
立
つ
世
界
で
あ
り
、
そ
し
て
、

そ
の
世
界
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
内
典
・
外
典
両
方
の
知
識
が
い
る
と
い
う
認

識
で
あ
っ
た
の
だ
。
景
戒
は
直
面
し
て
い
る
世
界
に
対
し
て
、『
霊
異
記
』
上
巻

序
文
に
お
い
て
、「
深
智
の

」
と
い
う
起
源
神
話
を
作
り
上
げ
た
。
そ
し
て
、

そ
れ
は
上
巻
・
中
巻
・
下
巻
と
進
む
に
従
い
、
景
戒
自
身
の
認
識
の
深
ま
り
に
よ

っ
て
、『
霊
異
記
』
は
徐
々
に
変
化
を
起
こ
す
。
そ
れ
を
端
的
に
表
し
て
い
る
の

が
、
景
戒
自
身
の
体
験
を
記
し
た
下
巻
三
十
八
縁
「
災
と
善
の
表
相
先
づ
現
れ
て
、

而
る
後
に
其
の
災
と
善
と
の
答
を
被
り
し
縁
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

〔
注
〕

１
）
高
取
正
男
「
霊
異
記
の
歴
史
意
識
」（『
佛
教
史
学
』
第
９
巻

第
２
號
、
１
９

６
１
年
）。

（
２
）
特
に
上
巻
第
一
・
四
・
五
・
二
十
五
縁
と
『
日
本
書
紀
』
と
の
比
較
は
多
く
の

論
稿
が
あ
る
。
国
史
全
体
と
『
霊
異
記
』
と
の
関
連
は
古
く
は
佐
藤
謙
三
氏
の

指
摘
が
あ
る
（「
日
本
霊
異
記
と
宮
廷
の
史
書
」（『
國
學
院
雑
誌
』
第
５
７
巻
第

６
號
、
１
９
５
６
年
））。
最
近
で
は
、
長
谷
部
将
司
氏
が
『
霊
異
記
』
を
素
材

と
し
て
、
官
撰
史
書
と
は
異
な
る
論
理
の
歴
史
叙
述
の
可
能
性
を
検
討
し
て
い

る
（「
私
撰
史
書
と
し
て
の
『
霊
異
記
』
｜
官
撰
史
書
の
論
理
と
の
差
異
に
つ
い

て
｜
」（
根
本
誠
二
・
サ
ム
エ
ル

Ｃ
・
モ
ー
ス
編
『
奈
良
仏
教
と
在
地
社
会
』

岩
田
書
院
、
２
０
０
４
年
））。

（
３
）
神
野
志
隆
光
「
神
話
の
思
想
史
・
覚
書
｜
「
天
皇
神
話
」
か
ら
「
日
本
神
話
」

へ
｜
」（
小
島
憲
之
監
修
、
伊
藤
博
・
稲
岡
耕
二
編
『
万
葉
集
研
究
』
第
２
２
集
、

塙
書
房
、
１
９
９
８
年
）。

（
４
）「『
古
語
拾
遺
』
の
神
話
言
説
」（『
椙
山
女
学
園
大
学
研
究
論
集
』
第
３
０
号
、

１
９
９
９
年
）。「『
先
代
旧
事
本
紀
』
の
言
説
と
生
成
｜
変
成
す
る
〞
古
代
神

話
〝
論
の
た
め
に
｜
」（『
古
代
文
学
』
Ｎ
Ｏ
３
７
、
１
９
９
８
年
）。

（
５
）
内
典
・
外
典
が
百
済
国
よ
り
伝
来
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
守
屋
俊
彦
氏

が
「
日
本
霊
異
記
上
巻
序
文
の
一
問
題
｜
古
事
記
と
の
関
連
に
お
い
て
｜
」

（『
古
事
記
年
報
』
第
２
３
号
、
１
９
８
１
年
１
月
。
後
に
同
氏
著
『
和
泉
選
書

１
７

日
本
霊
異
記
論
｜
神
話
と
説
話
の
間
｜
』
和
泉
書
院
、
１
９
８
５
年
、

に
再
録
）
に
お
い
て
指
摘
し
て
い
る
。

二
二

『
日
本
霊
異
記
』
上
巻
序
文
と
「
日
本
紀
」
言
説

（
井
熊
勇
介
）



（
６
）
坂
本
太
郎
他
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
６
７

日
本
書
紀

上
』（
岩
波
書
店
、

１
９
６
７
年
）。
以
下
、『
日
本
書
紀
』
の
引
用
は
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
に

よ
る
。

（
７
）
出
雲
路
修
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
３
０

日
本
霊
異
記
』（
岩
波
書
店
、

１
９
９
６
年
）
は
唯
一
後
述
の
『
続
日
本
紀
』
を
挙
げ
て
い
る
。

（
８
）
青
木
和
夫
他
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
１
６

続
日
本
紀

五
』
岩
波
書

店
、
１
９
９
８
年
。
以
下
、『
続
日
本
紀
』
の
引
用
は
『
新
日
本
古
典
文
学
大

系
』
に
よ
る
。

（
９
）
黒
坂
勝
美
・
国
史
大
系
編
修
会
編
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
〔
普
及
版
〕
類
聚
三

代
格

後
編
・
弘
仁
格
抄
』

吉
川
弘
文
館
、
１
９
７
７
年
）を
参
照
し
、
私
的

に
読
み
下
し
た
。

（
10
）

小
島
憲
之
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
６
９

懐
風
藻

文
華
秀
麗
集

本
朝

文
粹
』
岩
波
書
店
、
１
９
６
４
年
。）

（
11
）
桜
井
徳
太
郎
他
校
注
『
日
本
思
想
大
系
２
０

寺
社
縁
起
』
岩
波
書
店
、
１
９

７
５
年
、
所
収
「
元
興
寺
伽
藍
縁
起
」。

（
12
）
石
田
尚
豊
編
集
代
表
『
聖
徳
太
子
事
典
』
柏
書
房
、
１
９
９
７
年
。

（
13
）
家
永
三
郎
他
校
注
『
日
本
思
想
大
系
２

聖
徳
太
子
集
』
岩
波
書
店
、
１
９
７

５
年
、
所
収
「
上
宮
聖
徳
法
王
帝
説
」。

（
14
）
田
村
圓
澄
『
飛
鳥
仏
教
史
研
究
』
塙
書
房
、
１
９
６
９
年
。

（
15
）
益
田
宗
「
欽
明
十
三
年
仏
教
渡
来
説
の
成
立
｜
日
本
書
紀
の
編
纂
に
つ
い
て
｜
」

（
坂
本
太
郎
博
士
還
暦
記
念
会
著
『
日
本
古
代
史
論
集
（
上
巻
）』
吉
川
弘
文
館
、

１
９
６
２
年
）。

（
16
）
阿
部
泰
郎
「〞
日
本
紀
〝
と
い
う
運
動
」（『
国
文
学

解
釈
と
鑑
賞
』
第
６
４
巻

３
号
、
１
９
９
９
年
３
月
）。

（
17
）「
日
本
書
紀
に
お
け
る
仏
教
伝
来
説
話
を
め
ぐ
っ
て
」（『
日
本
思
想
史
学
』
第
２

０
号
、
１
９
８
８
年
）。

（
18
）『
岩
波
講
座

日
本
文
学
と
仏
教

第
７
巻
』（
岩
波
書
店
、
１
９
９
５
年
）
阿

部
泰
郎
「
第
一
章

元
興
寺
」。

（
19
）
神
野
志
隆
光
『
複
数
の
「
古
代
」』
講
談
社
、
２
０
０
７
年
。
第
六
章
。

（
20
）『
日
本
人
の
行
動
と
思
想
２
２

日
本
古
代
の
仏
教
と
民
衆
』
評
論
社
、
１
９
７

３
年
。

（
21
）
三
浦
佑
之
『
古
代
文
学
研
究
叢
書
１

神
話
と
歴
史
叙
述
』（
若
草
書
房
、
１
９

９
８
年
）「
第
一
章

史
書
の
成
立

１

法
と
歴
史
と
地
誌
｜
『
日
本
書
』
の

構
想
と
挫
折
」。

（
22
）
前
田
雅
之
「
説
話
と
歴
史
叙
述
｜
平
安
期
説
話
集
の
歴
史
叙
述
を
め
ぐ
っ
て
｜
」

（『
説
話
の
講
座

第
１
巻

説
話
と
は
何
か
』
勉
誠
社
、
１
９
９
１
年
）。

（
23
）
長
野
一
雄
「
景
戒
の
儒
教
意
識
と
大
神
高
市
万
呂
伝
の
形
成
｜
霊
異
記
上
巻
二

十
五
縁
考
｜
（
早
稲
田
大
学
国
文
学
会
『
国
文
学
研
究
』
第
七
十
五
集
、
１
９

８
１
年
）。
寺
川
真
知
夫
「
景
戒
と
外
教
」（
黒
沢
幸
三
編
『
三
弥
井
選
書
１
５

日
本
霊
異
記
｜
土
着
と
外
来
』
三
弥
井
書
店
、
１
９
８
６
年
。
後
に
同
氏
著

『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
の
研
究
』
和
泉
書
院
、
１
９
９
６
年
、
に
再
録
）。

前
田
雅
之
氏
は
注
（
２
２
）
論
文
に
お
い
て
、
日
本
に
中
国
と
同
等
の
理
想
的

王
権
が
完
成
し
て
い
る
こ
と
の
証
明
と
し
て
、
儒
教
の
伝
来
を
記
し
た
と
し
て

い
る
。

（
24
）
松
浦
貞
俊
『
大
東
文
化
大
学
東
洋
研
究
所
叢
書
９

日
本
国
現
報
善
悪
霊
異

記
註
釈
』
大
東
文
化
大
学
東
洋
研
究
所
、
１
９
７
３
年
。

（
25
）
倉
野
憲
司
・
武
田
祐
吉
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
１

古
事
記

祝
詞
』
岩

波
書
店
、
１
９
５
８
年
。

（
26
）
注
（
５
）
に
同
じ
。

（
27
）
黒
坂
勝
美
・
国
史
大
系
編
修
会
編
『
国
史
大
系
第
八
巻

日
本
書
紀
私
記
・
釈

日
本
紀
・
日
本
逸
史
』（
吉
川
弘
文
館
、
１
９
６
５
年
）
を
参
照
し
、
私
的
に
読

み
下
し
た
。

（
28
）
小
泉
道
校
注
『
新
潮
日
本
古
典
集
成

日
本
霊
異
記
』
新
潮
社
、
１
９
８
４
年
、

頭
注
。

（
29
）
古
橋
信
孝
編
『
日
本
文
芸
史
｜
表
現
の
流
れ

第
一
巻
・
古
代
Ⅰ
』（
河
出
書
房

新
社
、
１
９
８
６
年
）
呉
哲
雄
「
第
三
章

日
本
書
紀
」。

（
30
）
津
田
博
幸
「
歴
史
叙
述
と
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
｜
『
日
本
書
紀
』
を
中
心
に
｜
」

（『
日
本
文
学
』
Ｖ
Ｏ
Ｌ
４
８
、
１
９
９
９
年
５
月
）

（
31
）
注
（
28
）
に
同
じ

（
32
）
注
（
28
）
に
同
じ
。

二
三

佛
教
大
学
大
学
院
紀
要

文
学
研
究
科
篇

第
三
十
七
号
（
二
〇
〇
九
年
三
月
）



（
33
）
増
尾
伸
一
郎
「
深
智
の

は
内
外
を

る
｜
『
日
本
霊
異
記
』
と
古
代
東
ア
ジ

ア
文
化
圏
｜
」（『
古
代
文
学
』
Ｎ
Ｏ
３
８
、
１
９
９
８
年
）。

（
い
く
ま

ゆ
う
す
け

文
学
研
究
科
仏
教
文
化
専
攻
修
士
課
程
修
了
）

（
指
導：

斎
藤

英
喜

教
授
）

二
〇
〇
八
年
九
月
二
十
七
日
受
理

二
四

『
日
本
霊
異
記
』
上
巻
序
文
と
「
日
本
紀
」
言
説

（
井
熊
勇
介
）




